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報道発表資料 

令和７年１月15日 

独立行政法人国民生活センター 

 

 「分電盤の点検に行きます」の電話から始まる勧誘に注意 

－2024年度に急増しています－ 

 

分電盤の点検商法に関する相談が 2024年度に入り急増しています。分電盤は、内部に屋内配線

の安全確保等のためのブレーカー等が内蔵されており、一般的に玄関や洗面所等に設置されてい

ます。分電盤の点検商法に関する相談件数は 2024 年 11 月末時点で 2023 年度同期と比べ約 25 倍

となっており（図１）、契約当事者の約８割が 70歳以上です（図２）。 

相談事例では、業者が電話等で突然分電盤やブレーカーの点検を持ち掛けて訪問し、「すぐに交

換しなければ漏電して火事になる」などと不安をあおりその場で分電盤の交換を迫る手口がみら

れます。中には電話口で電力会社やその委託会社と名乗り、信用させる例もみられます。 

そこで、トラブルの未然・拡大防止のため、寄せられる相談事例を紹介するとともに、消費者

に注意を呼びかけます。 

 

図１ PIO-NET1にみる分電盤の点検商法に関する年度別相談件数の推移 

 
 

                                                   
1 PIO-NET（パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム）とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等を

オンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。相談件数は 2024年 11月 30

日までの登録分。消費生活センター等からの経由相談は含まれない。 
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図２ 契約当事者年代別 2（2024年度、n=433） 

 

 

１．相談事例（かっこ内は受付年月、契約当事者の属性） 

【事例１】不安をあおられ分電盤の交換契約をしたが、高額なのでやめたい 

電話がかかってきて分電盤の点検を勧められ了承したところ、昨日業者が来訪した。分電盤を

点検してすぐに「これは古いのですぐに交換しなければ漏電して火事になる」と言われた。今ま

でトラブルはなかったものの、何十年も交換していなかったため、信用して約 15万円の交換工事

の契約を結び、前金を支払った。しかし、後からよく考えると高額ではないかと思う。工事を中

止してほしい。 

（2024年７月受付 80歳代 女性） 

 

【事例２】電力会社の委託を受けたという業者の点検後に交換工事を契約したが、委託というの

はうそだった 

契約している電力会社に委託されたと言う業者から「分電盤の点検をする」と電話があった。

昨日訪問してきて、点検後に「分電盤が古いので漏電する可能性もある。危険なので交換した方

がいい」と言われた。漏電したら困ると思い、約 23万円で契約し、数日後に工事予定だ。念のた

め、契約している電力会社に確認したところ「この業者は当社とは関係ない」と言われた。不審

なので解約したい。 

（2024年６月受付 90歳代 男性） 

 

【事例３】漏電による火災は保険が下りないと言われ不安になり契約した 

先月、女性から電話があり「ブレーカーの無料点検に行く」と言われて来訪を承諾した。業者

が来訪してブレーカーを点検した後、「漏電などで火災になるかもしれない。漏電で火災になった

場合には火災保険が下りない」と言われた。火事になったら大変だと思い、訪問した業者とブレ

ーカーの交換工事を契約した。２日前に工事が終わり、代金約 16万円を支払った。家族に話をし

たところ、高額で悪質な業者ではないかと言われた。工事内容も安全なのか心配だ。 

                                                   
2 不明・無回答等は除く。2024年度受付（2024年 11月 30日までの登録分）を分析。なお、割合の数値は小数点以下第２位を

四捨五入しているため合計が 100％にならない場合がある。 

60歳未満

40件

9.2%

60歳代

48件

11.1%

70歳代

122件

28.2%

80歳代

189件

43.6%

90歳以上

34件

7.9%
70歳以上で 

約８割 



 3 

（2024 年７月受付 70歳代 女性） 

 

【事例４】分電盤は 15年で交換することが法律で決められていると言われ契約してしまった 

事業者から電話があり「無料でブレーカーの点検に行く」と言われて来訪を了承した。昨日、

事業者が来訪し「ブレーカーは 15年ごとに交換が必要と法律で決まっている」と言われ、15年以

上経っていたので交換工事を了承した。契約金額は約 16万円で工事終了後に現金で支払うことに

なっていた。後刻、家族に報告すると「不審だ」と言われた。解約したい。 

（2024 年８月受付 80歳代 女性） 

 

２．相談事例からみる問題点 

（１）電話等で電力会社やその委託会社を名乗るなどして突然点検を持ち掛ける 

業者は電話等でまず分電盤の点検を持ち掛けてきますが、点検の目的や根拠を示さない例や、

最初は点検を勧めるだけで、分電盤交換の勧誘をする目的を明示していない例が多くみられます

（事例１～４）。 

分電盤を含む家庭用の電気設備は一般用電気工作物と位置づけられており、電力会社（一般送

配電事業者）には４年に１回以上の頻度で調査（点検）を実施することが法律で義務付けられて

いますが3、事例の中には、電力会社やその委託会社を名乗って電話をかけてくるなど身分を偽っ

ているものもみられます。消費者は信用して点検を依頼しますが、実際には無関係な業者である

ことに契約後に気づく例がみられます（事例２）。 

 

（２）点検後に不安にさせ分電盤交換の契約を急がせる 

 点検の承諾が得られ、分電盤を見た業者は、「古いので交換した方がよい」「このままだと漏電

して火事になる」などと消費者の不安をあおり、その場で分電盤交換の契約を持ち掛けます（事

例１、３）。専門知識のない消費者には実際の危険性や交換の必要性を判断することが難しく、不

安になって冷静に検討できないまま業者の言うことを信じて契約してしまいます。しかし、後か

ら家族に話したことなどをきっかけとして交換の必要性や金額に疑問を抱く例がみられます（事

例３、４）。 

 
（３）分電盤交換は法律で定められている、分電盤の漏電では火災保険が下りないなどとうその

説明をする 

 住宅用分電盤の交換時期を定めた法律はありませんが、「法律で交換が定められている」などと

うその説明をしている例がみられます（事例４）。また、「火事が起きた時、漏電が原因だと火災

保険がおりない」などと説明する例もみられますが（事例３）、火災保険の補償内容は保険会社に

よって異なります。詳細は契約している保険会社または代理店に確認が必要です。 
  

                                                   
3 電気事業法第 57条、電気事業法施行規則第 96条第２項１号イ。実際には、電力会社から委託を受けた各登録調査機関が、

契約者宅を訪問し、無料で調査を行っている(電気事業法第 57条の２第１項)。 
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３．消費者へのアドバイス 

（１）電話等で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう 

電話等で点検を持ち掛けてきた業者に点検をさせると、それをきっかけに過度に不安をあおら

れたり、契約を急がされたりなど、業者の勧誘トークに乗せられ望まない契約を結んでしまう可

能性があります。業者の方から電話等で点検を持ち掛けてきても安易に応じず、周囲の人に相談

したり、業者を調べたりして慎重に対応しましょう。なお、法定点検の場合には調査員証の携帯

が義務付けられているので、必ず調査員証の提示を求めましょう。 

 

（２）点検させたとしてもその場では契約せず、十分に比較・検討しましょう 

点検の結果、分電盤やブレーカーの交換が必要といわれても、その業者の話だけを聞いてその

場ですぐに契約しないようにしましょう。 

分電盤の状況を確認したい場合には、管轄の電力会社（一般送配電事業者）等、地域の電気工

事業工業組合等に相談しましょう。分電盤の交換を検討する場合は、複数の業者に見積もりを取

り、機能や価格を十分に確認した上で契約しましょう。 

 

（３）クーリング・オフ等ができる場合もあります 

 点検するために訪問した業者と契約してしまった場合でも、特定商取引法上の訪問販売に該当

する場合は、契約書面を受け取った日から８日以内であればクーリング・オフできます 4。本来望

んでいない契約をしてしまったなどの場合には、速やかにクーリング・オフを書面または電磁的

方法（メールなど）により通知しましょう。 

また、クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても解約できる場合 5もあります。 

 

（４）４年に１回の無料法定点検について日頃から確認しておきましょう 

４年に１回の法定点検は無料であり、調査員証を携帯した登録調査機関の調査員が点検を行い

ます。点検を受ける場合は事前に法定点検に関する周知の有無を確認し、相手の所属や点検の目

的・根拠を示してもらいましょう。法定点検では、点検後に調査員が工事の契約を持ち掛けるこ

とはありません。 

なお、点検時に住人が不在の場合や屋内の点検を断ってしまった場合には、屋内にある分電盤

等の点検は行われず、屋外のみの点検となってしまいますので、注意が必要です6。 

分電盤は経年劣化により故障する可能性があり、故障のしかたによっては、火事等の大きな事

故につながるおそれがあります。まずは法定点検をきちんと受けましょう。 
すでに長期間使用しており、経年劣化が心配な場合には、電力会社（一般送配電事業者）等、

地域の電気工事業工業組合等に相談しましょう。分電盤の交換は、電気工事士の資格が必要な工

事ですので、信用できる業者に依頼することが大切です。 
 

                                                   
4 販売業者等から電話をかけ、事前にアポイントメントを取って訪問する場合も、特定商取引法の訪問販売に該当すると考え

られる。「特定商取引法ガイド」https://www.no-trouble.caa.go.jp/law/r4.html 
5 例えば、契約の大切な部分について事実と違うことを告げられたことにより、消費者が誤認して契約の申込み等の意思表示

をした場合には、誤認していたことに気づいた時から１年間又は契約締結時から５年間は、当該意思表示の取消しができる。 
6 ただし、不在であっても漏電の有無等の安全確認は実施される。 
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（５）不安や不明な点があれば、すぐに消費生活センター等に相談しましょう 

少しでも不安を感じたり、不明な点があれば早めに家族や知人・最寄りの消費生活センター等

に相談しましょう。 

 ＊消費者ホットライン：「１８８（いやや！）」 

   お住いの地域の消費生活センター等をご案内する全国共通の３桁の電話番号です。 
 

＜身近な高齢者を守るために＞ 

 高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、不審な人間が出入りしていたり、困った様子がうか

がえたりしないか等、日頃から高齢者の生活や言動、態度などを見守り、身近にいる周りの方が

変化にいち早く気づくことがとても重要です。消費生活センター等への相談は、家族やホームヘ

ルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能です。身近な高齢者がトラブルにあって

いるのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。 

 

４．情報提供先 

・消費者庁（法人番号 5000012010024） 

・内閣府消費者委員会（法人番号 2000012010019） 

・経済産業省（法人番号 4000012090001） 

・警察庁（法人番号 8000012130001） 

・電気事業連合会（法人番号なし） 

・送配電網協議会（法人番号なし） 

・電気保安協会全国連絡会（法人番号なし） 

 

  

 
国民生活センターは、「消費者トラブル FAQ サイト」で、 
消費者トラブルにあった方に解決に向けた情報提供をしています。
是非ご利用ください。https://www.faq.kokusen.go.jp/ 

https://www.faq.kokusen.go.jp/
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参考資料 

１．分電盤の構造 

 

分電盤内には①サービスブレーカー(アンペアブレーカーとも呼ばれ、設置されていない場合も

あります)、②漏電遮断器（漏電ブレーカー）、③配線用遮断器が配置されており、これらのブレ

ーカー等は電気容量のチェックや、屋内配線の安全確保等の役割があります。 

①サービスブレーカーは、各家庭が小売電気事業者と契約している電流量よりも多く使用した

場合に自動的に遮断するもので、一般送配電事業者の所有物です。②漏電遮断器は屋内配線や電

気機器の漏電を感知した場合に自動的に遮断するもので、消費者の所有物です。③配線用遮断器

は分電盤から分岐する配線のそれぞれに取り付けられ、許容電流(一般的に 20A)を超えた電流が

流れた場合自動的に遮断するもので消費者の所有物です。 

 

図３ 分電盤の仕組み（図は単相３線式の例） 
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２．PIO-NET における分電盤の点検商法に関する相談の傾向 7 

 

（１）契約当事者の性別 

図４ 契約当事者性別 8（n=444） 

  
 

（２）契約購入金額 

 15万円以上 20 万円未満が最も多く、平均は約 17万円です。 

 

図５ 契約購入金額別（n＝278） 

 

 

                                                   
7 不明・無回答等は除く。2024年度受付分（2024年 11月 30日までの登録分）を分析。なお、割合の数値は小数点以下第２位

を四捨五入しているため合計が 100％にならない場合がある。 
8 団体、不明・無回答等は除く。 
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